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（ 別添６ ）  

 

一時生活支援事業実施要領  

 

１  目的 

本事業は、 一定の住居を 持た な い 生活困窮者に 対し 、 一定の期間内に 限

り 、 宿泊場所の供与、 食事の提供及び 衣類そ の他日常生活を 営む のに 必要

と な る 物資の貸与又は提供に よ り 、 安定し た 生活を 営め る よ う 支援す る こ

と を 目的と す る 。  

 

２  実施主体 

実施主体は、 都道府県、 市（ 特別区を 含む 。） 及び 福祉事務所を 設置す る 町

村（ 以下「 都道府県等」 と い う 。） と す る 。  

た だ し 、 事業を 適切、 公正、 中立かつ 効率的に 実施す る こ と がで き る 者で

あ っ て 、 社会福祉法人、 一般社団法人、 一般財団法人、 特定非営利活動法人

そ の他の都道府県等が適当と 認め る 民間団体に 、 事業の全部又は一部を 委託

す る こ と がで き る 。  

 

３  事業の対象者  

一定の住居を 持た な い 生活困窮者で 、 次の（ １ ） 又は（ ２ ） のい ず れかに

該当す る 者を 対象と す る 。  

 

（ １ ） 次のア 及び イ のい ず れに も 該当す る 者  

ア  本事業の利用を 申請し た 日の属す る 月に お け る 収入の額（ 同一の世 帯

に 属す る 者の収入の額を 含む 。） が、 申請日の属す る 年度（ 申請日の属す

る 月が４ 月から ６ 月ま で の場合に あ っ て は、前年度） 分の地方税法第 295

条第３ 項の条例で 定め る 金額を 12 で 除し て 得た 額（ 以下「 基準額」 と い

う 。） 及び 住宅扶助基準に 基づ く 額を 合算し た 額以下で あ る こ と 。  

イ  申請日に お け る 金融資産の額（ 同一の世帯に 属す る 者の所有す る 金 融

資産を 含む 。） が、 基準額に 6 を 乗じ て 得た 額（ 当該額が 100 万円を 超え

る 場合は 100 万円と す る 。） 以下で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 都道府県等が、 緊急性等を 勘案し 支援が必要と 認め ら れる 者  

 

４  事業内容 

（ １ ） 支援内容 

本事業の支援内容は、 次に 掲げ る も のと す る 。  

ア  利用者に 対し 宿泊場所や食事の提供を 行う と と も に 、 衣類等の日用

品を 支給又は貸与、 及び 定期的な 入浴等の日常生活上必要な サー ビ ス を

提供す る 。  

イ  利用開始時及び 利用期間中に お い て 定期的に 健康診断及び 健康医療

（資料１）
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相談を 行う と と も に 、 医療等が必要な 場合は、 福祉事務所又は保健所等

と 十分な 連携の下で 必要な 医療等を 確保す る 。  

ウ  実施主体の判断に よ り 、 保健師、 看護師、 精神保健福祉士そ の他こ れ

ら と 同等に 業務を 行う こ と がで き る 者（ 以下「 医療職等」 と い う 。） が路

上等又は宿泊場所に お い て 、 巡回相談や必要な 支援を 実施す る 。  

 

（ ２ ） 利用手続 

本事業の実施に 当た り 、 実施主体は、 施設の利用、 管理等に 関し 、 必要

な 規則を 定め る こ と と す る 。  

本事業を 実施す る に 際し 、 自立相談支援機関と 十分連携を 図り な がら 実

施す る こ と が必要で あ る こ と から 、 本事業の利用に つ い て は、 自立相談

支援機関が作成す る プ ラ ン に 盛り 込む こ と と す る 。  

 

（ ３ ） 利用期間 

本事業の利用期間は原則と し て ３ か月以内と す る 。  

た だ し 、 本人に 対す る ア セ ス メ ン ト の状況を 踏ま え 、 都道府県等が必要

と 認め る 場合は、 ６ 月を 超え な い 範囲内で 都道府県等が定め る 期間と す

る こ と がで き る 。  

 

（ ４ ） 宿泊場所の供与を 行う 施設  

施設は、 日照、 採光、 換気等利用者の保健衛生及び 防災に つ い て 十分配

慮さ れた も ので あ り 、 以下の要件を 満た す も のと す る 。  

ア  施設の構造 

施設は、 建築基準法に 定め る 基準等を 満た し た も ので あ る こ と 。  

イ  施設の設備 

     施設に は、 次の設備を 設け な け ればな ら な い 。  

（ ア ） 事務室 

（ イ ） 宿泊室 

（ ウ ） 浴室又はシ ャ ワ ー 室  

（ エ ） 便所・ 洗面所  

な お 、 同一施設に お い て 、 自立相談支援事業を 合わせて 実施す る 場合

に は、 上記のほか相談室等を 設け る も のと す る 。 ま た 、 宿泊施設やア パ

ー ト 等の一室を 借り 上げ る 方法に よ り 実施す る 場合や他の社会福祉施設

等と 設備の一部を 共用す る こ と 等に よ り 当該施設の運営上支障が生じ な

い 場合に は上記の限り で な い 。  

ウ  職員の配置 

施設に は、 施設長及び 夜間の警備に 必要な 職員を 配置す る 。 た だ し 、

夜間の警備に 必要な 職員に つ い て は、非常勤と す る こ と も 差し 支え な い 。 

な お 、 宿泊施設やア パー ト 等の一室を 借り 上げ る 方法に よ り 実施す る

場合は、 こ の限り で はな い 。  

医療職等に よ る 相談や支援を 行う 際は、必要な 職員を 配置す る 。な お 、

相談や支援の頻度等に 応じ て 非常勤と す る こ と も 差し 支え な い 。  
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５  留意事項 

（ １ ） 事業の実施に 当た っ て は、「 一時生活支援事業の運営の手引き 」（ 平成

27 年３ 月６ 日社援地発 0306 第 1 号厚生労働省社会・ 援護局地域福祉課長

通知 ） を 参照す る こ と 。  

 

（ ２ ） 本事業の実施に 携わる 職員は、 利用者のプ ラ イ バシ ー の保護に 十分配慮

す る と と も に 、 業務上知り 得た 秘密を 漏ら し て はな ら な い こ と 。 ま た 、 利

用者に 対し て は、 性別に 配慮し た き め 細かな 自立支援を 行う と と も に 、 必

要に 応じ て 、 婦人相談所や婦人保護施設等の関係施設と も 十分連携す る こ

と 。 こ のほか、 利用者の特性に よ り 、 社会的な 偏見や差別を 受け 弱い 立 場

に 置かれやす い 者に 対し て は、 配慮を 行う こ と 。  

 

（ ３ ） 関係機関と 個人情報を 共有す る 場合は本人から 同意を 得て お く な ど 、 個

人情報の取扱に つ い て 適切な 手続き を 踏ま え る こ と 。  

 

（ ４ ） 本事業の実施に 当た っ て は、 本人の状況に 応じ て 、 適切に 就労準備支援

事業等に つ な げ る こ と がで き る よ う 、 自立相談支援機関と の連携を 図る

こ と 。 ま た 、 本人の状況に 応じ て 、 適切に 生活保護に つ な げ る こ と がで

き る よ う 、 自立相談支援機関と と も に 福祉事務所と も 連携を 図る こ と ｡  

な お 、 本事業と 自立相談支援事業を 一体的に 実施す る 場合に は、 利用者

の就労促進のた め 、 公共職業安定所に よ る 職業相談の実施等に 当た っ て

連携を 図る こ と 。  

 

（ ５ ） 本事業の実施に 当た っ て 、 地域社会の理解が得ら れる よ う 、 例え ば、 生

活困窮者・ ホ ー ム レ ス 自立支援セ ン タ ー の利用者が地域の清掃活動を 行

う 等地域住民と の交流を 深め る と と も に 、 地元自治会等を 含め た 協議会

を 設け る な ど 、 地域に 密着し た 事業の運営が行え る よ う 配慮す る こ と 。  

 

（ ６ ） ４ （ １ ） ウ の事業を 実施す る 場合は、 特に 路上等に お け る 生活が長期化

し 、 高齢化し た 者に 配慮し 、 き め 細かな 相談や必要な 支援を 行う と と も

に 、 必要に 応じ て 医療機関と 連携を 図る よ う 配慮す る こ と 。  

   

 

  


